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佐倉市条例第   号 

   一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （一般職職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職職員の給与に関する条例（昭和３２年佐倉市条例第３２号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条中「住居手当」の次に「、初任給調整手当」を加える。 

  第４条第７項第２号中「７級で」を「８級で」に、「行７級職員」を「行

８級職員」に改める。 

  第９条第３項中「行７級職員」を「行８級職員」に改める。 

  第１０条の次に次の１条を加える。 

  （初任給調整手当） 

 第１０条の２ 新たに採用された職員であって、採用の日において、当該職

員に適用される給料表の給料月額のうち、第４条第２項の規定により当該

職員の属する職務の級並びに同条第３項、第４項、第６項及び第７項の規

定により当該職員の受ける号給に応じた額（定年前再任用短時間勤務職員

その他の規則で定める職員にあっては、規則で定める額）並びにこれに第

８条の２の規定による地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額（その

額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）に１２を乗じ、

その額を勤務時間条例第２条第１項に規定する勤務時間に５２を乗じたも

ので除して得た額（その額に５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り

捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれを１円に切り上げた

額）（次項において「特定額」という。）が、その在勤する地域における民

間の賃金の最低基準を考慮して規則で定める額（次項において「基準額」

という。）を下回るものには、採用の日から規則で定める日までの間、地



方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第２項に規定する第２種

初任給調整手当として、初任給調整手当を支給する。 

 ２ 初任給調整手当の月額は、規則で定めるところにより基準額と特定額と

の差額を月額に換算した額とする。 

 ３ 第１項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、同項の規定により初任

給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとし

て規則で定めるものには、規則の定めるところにより、前２項の規定に準

じて、初任給調整手当を支給する。 

 ４ 前３項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項

は、規則で定める。 

  第１１条第１項第２号中「ため自転車」を「ため自動車」に、「自転車

等」を「自動車等」に改め、同項第３号中「自転車等」を「自動車等」に改

め、同条第２項中「、第１号及び第３号に掲げる職員にあっては月の１日か

らその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間（以下「支給対

象期間」という。）、第２号に掲げる職員にあっては月の１日から末日までの

期間につき」を削り、同項第１号中「規則」を「支給単位期間につき、規

則」に、「支給対象期間」を「支給単位期間」に改め、同項第２号中「次に

掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額（１箇月」を「支給単位期

間につき、６７，２００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に

応じて規則で定める額（支給単位期間」に改め、同号アからウまでを削り、

同項第３号中「自転車等」を「自動車等」に、「運賃等相当額及び前号に定

める額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額」を「前２

号に定める額」に、「又は前号に定める額に当該職員の支給対象期間の月数

を乗じて得た額」を「又は前号に定める額」に改め、同条第３項中「支給対



象期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間

の通勤に要する特別料金等の額に相当する額（以下「特別料金等相当額」と

いう。）及び同項の規定による額の合計額」を「次の各号に掲げる通勤手当

の区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同項に次の２号を加える。 

 （１）新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間

につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の

通勤に要する特別料金等の額に相当する額（以下「特別料金等相当額」

という。） 

 （２）前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

  第１１条第６項を同条第８項とし、同条第５項中「運賃等相当額をその支

給対象期間」を「運賃等相当額をその支給単位期間」に、「及び特別料金等

相当額をその支給対象期間」を「、特別料金等相当額をその支給単位期間」

に、「）の」を「）及び前項第１号に定める額の」に、「前３項」を「第２項

から前項まで」に、「係る支給対象期間」を「係る支給単位期間」に、「支給

対象期間に」を「支給単位期間に」に、「当該支給対象期間」を「当該支給

単位期間」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次の１項を加

える。 

 ５ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設

（その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。以下

「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例とする

もの（規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前３項の規定にか

かわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

 （１）駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超え



ない範囲内で１か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で

定める額 

 （２）前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前３項の規定による額 

  第１１条第６項の次に次の１項を加える。 

 ７ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期

間として６か月を超えない範囲内で１か月を単位として規則で定める期間

（自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、１か月）をいう。 

  第１２条第２項中「別表第５」を「別表第４」に改める。 

  第２０条第５項中「４級」を「５級」に改める。 

  第２２条第２項中「別表第６」を「別表第５」に改める。 

  別表第１を次のように改める。 

  



別表第１（第３条関係）

職務
の級

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円
195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800 420,700 471,900
196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500 422,600 477,200
198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100 424,500 482,100
199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700 426,300 486,700

200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300 428,100 490,700
202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100 429,900 494,100
203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600 431,700 497,000
205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200 433,500 499,500

206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500 435,100 501,500
208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100 436,600
210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700 438,100
211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200 439,600

213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100 441,100
214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000 442,400
216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900 443,700
218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700 444,900

219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200 446,100
221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000 447,400
222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700 448,700
224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300 449,900

225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000 451,100
227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400 451,900
228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800 452,700
230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200 453,500

232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600 454,100
233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800 454,700
235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000 455,300
236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000 455,900

237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100 456,600
238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300 457,400
239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400 457,800
240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500 458,500

242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200 459,000
242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900 459,400
243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500 459,800
244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200 460,200

245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800 460,600
246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400 460,900
247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900 461,200
248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300 461,500

249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700 461,800
249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900 462,100
250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200 462,400
251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500 462,700
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251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800 463,000
252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100
253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400
253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700

254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900
254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200
255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400
255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700

256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900
256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200
256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500
257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800

257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000
257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300
258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600
258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800

258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000
259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300
259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600
259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800

259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000
260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300
260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600
260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800

261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000
261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300
261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600
262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800

262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000
262,600 302,800 350,900 392,100 406,300
262,900 303,100 351,200 392,500 406,600
263,200 303,400 351,600 392,800 406,800

263,500 303,600 352,000 393,200 407,000
263,800 303,900 352,500 393,700 407,300
264,100 304,100 353,000 394,100 407,600
264,400 304,400 353,500 394,500 407,800

264,700 304,600 353,800 394,900 408,000
265,000 304,800 354,200 395,400 408,300
265,300 305,100 354,600 395,800 408,600
265,600 305,300 355,000 396,200 408,800

265,900 305,600 355,300 396,500 409,000
266,200 305,800 355,700 397,000
266,500 306,100 356,100 397,400
266,800 306,400 356,500 397,800

267,100 306,700 356,700 398,100
267,400 307,000 357,100
267,700 307,300 357,500
268,000 307,600 357,900

268,300 307,800 358,100
308,000 358,400
308,300 358,800
308,700 359,100
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308,900 359,400
309,200 359,800
309,500 360,200
309,900 360,600

310,100 361,100
310,400 361,500
310,700 361,900
311,000 362,300

311,200 362,800
311,500 363,200
311,800 363,500
312,100 363,800

312,300 364,200
312,600
313,000
313,300

313,500
313,700
314,000
314,400

314,600
314,800
315,100
315,400

315,700
315,900
316,200
316,500

316,800
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務職
員

200,300 227,800 269,500 290,100

備考　この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

214,800 254,800 274,200
192,700 225,200 255,300 273,100 293,500 325,000 360,600
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120
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123

114
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  別表第３ア 行政職給料表級別基準職務表７級の項中「７級」を「８級」

に改め、同表ア 行政職給料表級別基準職務表６級の項中「６級」を「７

級」に改め、同表ア 行政職給料表級別基準職務表５級の項中「５級」を

「６級」に改め、同表ア 行政職給料表級別基準職務表４級の項中「４級」

を「５級」に改め、同表ア 行政職給料表級別基準職務表３級の項中「３

級」を「４級」に改め、同表ア 行政職給料表級別基準職務表２級の項中

「２級」を「３級」に改め、同項の次に次のように加える。 

２級 知識又は経験を必要とする業務を行う職務として規則で定め

る職務又はフルタイム会計年度任用職員（規則で定める職務

に限る。）が行う職務 

  別表第４を削り、別表第５を別表第４とし、別表第６を別表第５とする。 

 （佐倉市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第２条 佐倉市職員の定年等に関する条例（昭和５９年佐倉市条例第２号）の

一部を次のように改正する。 

  第６条第１項第２号中「５級」を「６級」に改める。 

 （佐倉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 佐倉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年佐倉

市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第４項中「住居手当」の次に「、初任給調整手当」を加える。 

  第６条の２の次に次の１条を加える。 

  （初任給調整手当） 

 第６条の３ 初任給調整手当は、新たに採用された職員であって、採用の日に

おける当該職員の給料月額等を考慮して管理規程で定める額が、その在勤

する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して管理規程で定める額を

下回るものに対して、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第



２項に規定する第２種初任給調整手当として支給する。 

 ２ 前項に定めるもののほか、初任給調整手当は、同項の規定の適用を受ける

職員以外の職員で、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員と

の権衡上必要があると認められるものとして管理規程で定めるものに対し

て支給する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１条中一般職職員

の給与に関する条例第４条第７項第２号、第９条第３項、第２０条第５項、別

表第１及び別表第３の改正規定並びに第２条の規定並びに附則第３項から附

則第６項までの規定は、令和９年４月１日から施行する。 

 （初任給調整手当に関する経過措置） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第６項に

規定する暫定再任用職員は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２

２条の４第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第１条

の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第１０条の２第１項

の規定を適用する。 

 （職務の級の切替え） 

３ 令和９年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において一般職職員の

給与に関する条例別表第１の給料表の適用を受けていた職員の切替日におけ

る職務の級（以下「新級」という。）は、切替日の前日においてその者が属し

ていた職務の級（以下「旧級」という。）に応じて附則別表第１に定める職務

の級（当該職務の級が２以上ある場合は、当該職務の級のうち市長の定めると

ころにより決定される職務の級）とする。 



 （職務の級の切替えに伴う号給の切替え等） 

４ 前項の規定により新級を定められる職員の切替日における号給（以下「新号

給」という。）は、切替日の前日においてその者が受けていた号給（以下「旧

号給」という。）に応じて附則別表第２に定める号給とする。 

５ 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最

初の第１条の規定（附則第１項ただし書に規定する改正規定に限る。）による

改正後の一般職職員の給与に関する条例第４条第５項から第７項までの規定

の適用については、旧号給を受けていた期間（市長の定める職員にあっては、

市長の定める期間）を新号給を受ける期間に通算する。 

 （切替日前の異動者の号給等の調整） 

６ 附則第２項の規定により新級を定められる職員のうち、切替日前に職務の

級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員

の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるもの

をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定

めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

 （その他の経過措置の規則等への委任） 

７ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な経過措置は、規則（地方公営企業の管理者が担任する事項については、管理

規程）で定める。 

附則別表第１（附則第３項関係） 

 職務の級の切替表 

旧級 新級 

１級 
１級 

２級 

２級 ３級 

３級 ４級 



４級 ５級 

５級 ６級 

６級 ７級 

７級 ８級 

附則別表第２（附則第４項関係） 

 号給の切替表 

旧号給 

新級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

新号給 新号給 新号給 新号給 新号給 新号給 新号給 新号給 

１ １  １ １ １ １ １ １ 

２ ２  １ ２ ２ ２ ２ ２ 

３ ３  １ ３ ３ ３ ３ ３ 

４ ４  １ ４ ４ ４ ４ ４ 

５ ５  １ ５ ５ ５ ５ ５ 

６ ６  １ ６ ６ ６ ６ ６ 

７ ７  １ ７ ７ ７ ７ ７ 

８ ８  １ ８ ８ ８ ８ ８ 

９ ９  １ ９ ９ ９ ９ ９ 

１０ １０  １ １０ １０ １０ １０  

１１ １１  １ １１ １１ １１ １１  

１２ １２  １ １２ １２ １２ １２  

１３ １３  １ １３ １３ １３ １３  

１４ １４  １ １４ １４ １４ １４  

１５ １５  １ １５ １５ １５ １５  

１６ １６  １ １６ １６ １６ １６  

１７ １７  １ １７ １７ １７ １７  

１８ １８  １ １８ １８ １８ １８  

１９ １９  １ １９ １９ １９ １９  

２０ ２０  １ ２０ ２０ ２０ ２０  

２１ ２１  １ ２１ ２１ ２１ ２１  

２２ ２２  １ ２２ ２２ ２２ ２２  

２３ ２３  １ ２３ ２３ ２３ ２３  

２４ ２４  １ ２４ ２４ ２４ ２４  

２５ ２５  １ ２５ ２５ ２５ ２５  

２６ ２６  ２ ２６ ２６ ２６ ２６  



２７ ２７  ３ ２７ ２７ ２７ ２７  

２８ ２８  ４ ２８ ２８ ２８ ２８  

２９ ２９  ５ ２９ ２９ ２９ ２９  

３０ ３０  ６ ３０ ３０ ３０ ３０  

３１ ３１  ７ ３１ ３１ ３１ ３１  

３２ ３２  ８ ３２ ３２ ３２ ３２  

３３  １ ９ ３３ ３３ ３３ ３３  

３４  ２ １０ ３４ ３４ ３４ ３４  

３５  ３ １１ ３５ ３５ ３５ ３５  

３６  ４ １２ ３６ ３６ ３６ ３６  

３７  ５ １３ ３７ ３７ ３７ ３７  

３８  ６ １４ ３８ ３８ ３８ ３８  

３９  ７ １５ ３９ ３９ ３９ ３９  

４０  ８ １６ ４０ ４０ ４０ ４０  

４１  ９ １７ ４１ ４１ ４１ ４１  

４２  １０ １８ ４２ ４２ ４２ ４２  

４３  １１ １９ ４３ ４３ ４３ ４３  

４４  １２ ２０ ４４ ４４ ４４ ４４  

４５  １３ ２１ ４５ ４５ ４５ ４５  

４６  １４ ２２ ４６ ４６ ４６   

４７  １５ ２３ ４７ ４７ ４７   

４８  １６ ２４ ４８ ４８ ４８   

４９  １７ ２５ ４９ ４９ ４９   

５０  １８ ２６ ５０ ５０ ５０   

５１  １９ ２７ ５１ ５１ ５１   

５２  ２０ ２８ ５２ ５２ ５２   

５３  ２１ ２９ ５３ ５３ ５３   

５４  ２２ ３０ ５４ ５４ ５４   

５５  ２３ ３１ ５５ ５５ ５５   

５６  ２４ ３２ ５６ ５６ ５６   

５７  ２５ ３３ ５７ ５７ ５７   

５８  ２６ ３４ ５８ ５８ ５８   

５９  ２７ ３５ ５９ ５９ ５９   

６０  ２８ ３６ ６０ ６０ ６０   

６１  ２９ ３７ ６１ ６１ ６１   



６２  ３０ ３８ ６２ ６２ ６２   

６３  ３１ ３９ ６３ ６３ ６３   

６４  ３２ ４０ ６４ ６４ ６４   

６５  ３３ ４１ ６５ ６５ ６５   

６６  ３４ ４２ ６６ ６６ ６６   

６７  ３５ ４３ ６７ ６７ ６７   

６８  ３６ ４４ ６８ ６８ ６８   

６９  ３７ ４５ ６９ ６９ ６９   

７０  ３８ ４６ ７０ ７０ ７０   

７１  ３９ ４７ ７１ ７１ ７１   

７２  ４０ ４８ ７２ ７２ ７２   

７３  ４１ ４９ ７３ ７３ ７３   

７４  ４２ ５０ ７４ ７４    

７５  ４３ ５１ ７５ ７５    

７６  ４４ ５２ ７６ ７６    

７７  ４５ ５３ ７７ ７７    

７８  ４６ ５４ ７８ ７８    

７９  ４７ ５５ ７９ ７９    

８０  ４８ ５６ ８０ ８０    

８１  ４９ ５７ ８１ ８１    

８２  ５０ ５８ ８２ ８２    

８３  ５１ ５９ ８３ ８３    

８４  ５２ ６０ ８４ ８４    

８５  ５３ ６１ ８５ ８５    

８６  ５４ ６２ ８６     

８７  ５５ ６３ ８７     

８８  ５６ ６４ ８８     

８９  ５７ ６５ ８９     

９０  ５８ ６６      

９１  ５９ ６７      

９２  ６０ ６８      

９３  ６１ ６９      

９４  ６２ ７０      

９５  ６３ ７１      

９６  ６４ ７２      



９７  ６５ ７３      

９８  ６６ ７４      

９９  ６７ ７５      

１００  ６８ ７６      

１０１  ６９ ７７      

１０２  ７０       

１０３  ７１       

１０４  ７２       

１０５  ７３       

 


